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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回　　　　　次
第　33　期
第１四半期
累計期間

第　34　期
第１四半期
累計期間

第　33　期

会　計　期　間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高（千円） 651,075 392,298 2,513,026

経常利益又は経常損失（△）（千円） 57,140 △160,868 △113,685

四半期純利益又は

四半期（当期）純損失（△）（千円）
65,959 △145,272 △118,726

持分法を適用した場合の

投資利益（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,186,300 1,186,300 1,186,300

発行済株式総数（千株） 7,800 7,800 7,800

純資産額（千円） 6,045,401 5,620,936 5,862,667

総資産額（千円） 7,194,195 6,740,735 6,930,718

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額(△)(円)
8.49 △18.69 △15.27

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 10.00

自己資本比率（％） 84.0 83.4 84.6

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移に　　

　　

　　　　　ついては記載しておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

　　　　　りません。 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１） 業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によって急速に悪化したものの、生産活動の回

復を原動力に、生産設備や物流網の復旧が急テンポで進み、寸断されたサプライチェーンが復活したことか

ら、最悪期を脱し、持ち直しに転じております。

　半導体業界では、メーカーのリードタイムが長く、サプライチェーン寸断の影響により、生産活動は一部に混

乱がみられたものの、回復傾向にあります。一方、最終製品の需要は減速しており、従来型パソコンやテレビに

加えてスマートフォンやタブレットパソコンも生産調整の動きがみられました。大手半導体メーカーでは半

導体製造装置の発注を３カ月程度後倒しにしているところもあり、装置の受注は縮減しております。

　このような経済状況のもとで、当社は半導体関連事業を中心に活発な受注活動を推進し、お客様のニーズに

即した製品開発に努めるとともに、購入品や材料等の仕入価格低減による経費節減を図ったものの、受注の伸

び悩みに対する十分な対応とはなりませんでした。　

　この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高３億９千２百万円（前年同四半期比39.7％減）となり、営

業損失１億７千２百万円（前年同四半期は営業利益３千８百万円）、経常損失１億６千万円（前年同四半期

は経常利益５千７百万円）、四半期純損失１億４千５百万円（前年同四半期は四半期純利益６千５百万円）

となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①半導体関連事業

　半導体業界の動向を映じて、受注が減少しており、全売上高の96.9％を占める半導体関連事業の売上高は、回

復傾向にありました前年同四半期比では40.2％減少し、３億８千万円となりました。　

②その他

　不動産・建築関連事業及び浄水事業の売上高は１千２百万円（前年同四半期比22.6％減）となりました。　

 

（２） 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

（３） 研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は１千２百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

（４） 生産・受注及び販売の実績

当第１四半期累計期間における半導体関連事業は受注が伸び悩み、販売実績も低調でした。

これは、東日本大震災の影響もあって、半導体メーカーの設備投資が縮減されたことが要因となっておりま

す。　
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（５） 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

半導体関連事業においては、東日本大震災で被災した半導体メーカーの生産体制が整備され、半導体業界の

設備投資の復活が期待されております。

当社といたしましては、お客様のニーズの把握に努め、迅速にきめ細かに対応し、お客様の求める製品を競

合他社に先がけてタイムリーに短納期で完成し、提供できるよう努めるとともに技術陣のレベルアップや作

業の効率化、能力増強を推進します。

半導体関連事業以外の事業においても、太陽光発電装置の販売を中心に業績向上に努めてまいります。　

（６） 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、有利子負債はなく、当第１四半期会計期間末における当座比率は5.6倍、流動比率は7.3

倍となり、資金移動はありませんでした。

　半導体業界は事業年度毎に業績の振幅が著しいことから、資金的に安定経営を維持するために手許流動性を

高めておく必要があり、第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物残高は、第１四半期会計期間末負

債合計に対し1.8倍になるなど、余裕のある状況にあります。

（７） 経営者の問題認識と今後の方針について

①　当社は多くのステークホルダーにより成り立つ企業として社会的責任を果たすべく、業績向上の追及とと

もに、「経営の健全性・公正性・透明性」を確保する仕組み作りに取り組んでおります。

②　当社の経営陣は、取締役４名で取締役会を構成し、経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織を

作り、業績向上の追及とともにコーポレート・ガバナンス体制を堅持しております。

法令や取締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況

を監督する機関と位置づけ、情報の共有・伝達を図り迅速な経営判断を行い、経営環境の変化に対する機動

的な対応と効率的な運営に努めております。なお、当社では現在社外取締役の選任は行っておりません。

また、当社は監査役制度を採用しており、３名の監査役のうち１名は常勤の監査役、他の２名は非常勤の

社外監査役であり、独立役員として取締役会に出席し、適宜意見の表明を行っております。　

なお、委員会等設置会社につきましては重大な関心を持っておりますが、在来型の経営機構で効率的な経

営に取り組んでおります。　

③　業務の適正を確保するための体制を整備し、内部統制体制の構築、維持、向上を推進するとともに、法令順

守体制の整備及び維持を図っております。

④　反社会的勢力に対しては、組織として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係等一切の関係

を持たない社内体制を堅持しております。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　　　類 発行可能株式総数（株）

普 　通 　株 　式 30,000,000

計 30,000,000

②【発行済株式】

種　　類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内　　容

普通株式 7,800,000 7,800,000

大阪証券取引所　

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株　

計 7,800,000 7,800,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式　
総数残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金　
残高(千円)

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 7,800,000 － 1,186,300 － 2,757,259

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区　　　分 　　株式数（株） 　議決権の数（個） 内　　容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－ －普通株式　

　　
26,800

完全議決権株式（その他）
普通株式　

　
7,726,100 77,261 －

単元未満株式
普通株式　

　　
47,100 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 7,800,000 － －

総株主の議決権 － 77,261 －

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名　　　又 
は 名 称

所有者の住所
自己名義所有　　　
株式数（株）

他人名義所有　　　
株式数（株）

所有株式数の
　　合計（株）

発行済株式総数に
　　対する所有株式
数　　の割合（％）

（自己保有株式）

㈱石井工作研究所

大分市東大道

２丁目５番60号
26,800 － 26,800 0.34

計 － 26,800 － 26,800 0.34

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について三優監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,986,032 1,982,884

受取手形及び売掛金 890,234 705,733

商品及び製品 199,842 212,164

仕掛品 277,494 350,962

原材料及び貯蔵品 144,861 148,144

その他 133,537 132,967

貸倒引当金 △24,350 △24,263

流動資産合計 3,607,653 3,508,593

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 740,218 731,456

土地 1,820,173 1,820,173

その他（純額） 166,167 155,139

有形固定資産合計 2,726,560 2,706,769

無形固定資産 30,778 28,915

投資その他の資産 565,726 496,456

固定資産合計 3,323,065 3,232,141

資産合計 6,930,718 6,740,735

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 251,303 272,010

未払法人税等 11,519 3,522

引当金 67,440 19,080

その他 80,507 185,464

流動負債合計 410,769 480,077

固定負債

役員退職慰労引当金 466,216 470,070

その他 191,065 169,650

固定負債合計 657,282 639,721

負債合計 1,068,051 1,119,799

純資産の部

株主資本

資本金 1,186,300 1,186,300

資本剰余金 2,757,259 2,757,259

利益剰余金 1,948,787 1,725,784

自己株式 △11,423 △11,423

株主資本合計 5,880,923 5,657,919

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △18,256 △36,983

評価・換算差額等合計 △18,256 △36,983

純資産合計 5,862,667 5,620,936

負債純資産合計 6,930,718 6,740,735
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 651,075 392,298

売上原価 433,351 414,152

売上総利益又は売上総損失（△） 217,723 △21,853

販売費及び一般管理費 179,485 150,416

営業利益又は営業損失（△） 38,237 △172,269

営業外収益

受取利息 688 668

受取配当金 1,969 2,944

投資不動産売却益 14,431 7,069

その他 2,420 1,017

営業外収益合計 19,509 11,699

営業外費用

為替差損 101 107

減価償却費 505 189

営業外費用合計 606 297

経常利益又は経常損失（△） 57,140 △160,868

特別損失

固定資産除却損 106 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 652 －

特別損失合計 758 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 56,382 △160,868

法人税、住民税及び事業税 1,183 1,183

法人税等調整額 △10,761 △16,779

法人税等合計 △9,577 △15,595

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,959 △145,272
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【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償

却費を含む）は、次のとおりであります。　

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

減価償却費 28,945千円 減価償却費 25,857千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　配当金支払額

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 77,731千円10.00円 平成23年３月31日 平成23年６月29日利益剰余金

（持分法損益等）

前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　該当事項はありません。

当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

半導体関連事業

売上高 　 　　　 　

外部顧客への売上高 635,434　　　 15,640 651,075
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 635,434 15,640 651,075

セグメント利益又は損失（△） 132,426 △17,977 114,449

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産・建築関連事業及

び浄水事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 132,426

「その他」の区分の損失 △17,977

全社費用（注） △76,211　

四半期損益計算書の営業利益 38,237　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

半導体関連事業

売上高 　 　　　 　

外部顧客への売上高 380,196　　　 12,102 392,298
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 380,196 12,102 392,298

セグメント損失（△） △86,202 △17,189 △103,391

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産・建築関連事業及

び浄水事業等を含んでおります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △86,202

「その他」の区分の損失 △17,189

全社費用（注） △68,878　

四半期損益計算書の営業損失（△） △172,269　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
8円49銭 △18円69銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
65,959 △145,272

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
65,959 △145,272

普通株式の期中平均株式数（株） 7,773,167 7,773,134

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月11日

株式会社石井工作研究所

取締役会　御中

三優監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 吉川　秀嗣　　㊞

 業務執行社員  公認会計士 大神　 匡　 　㊞

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社石井工作研

究所の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第34期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社石井工作研究所の平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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